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幼保連携型認定こども園

東光宮前こども園

幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づく自己評価

自己評価責任者 東光宮前こども園 園長 松浦 由美子

担当責任者 主幹保育教諭 大沼 由香

運営主体 社会福祉法人 旭川松の木会

評価実施期間 第１回目 令和２年９月１０日

第２回目 令和３年１月２１日

対象保育教諭数 １９名

評価項目

Ⅰ 園の基本姿勢について

・教育・保育理念や目標の理解

・認定こども園としての社会的責任の理解

・子育ての支援業務についての理解

・発達の重要性を理解

・リスクマネージメント

・教育・保育の評価

・職員としての心構え

Ⅱ 幼保連携型認定こども園教育・保育要領

第１章 総則

第２章 ねらい及び内容並びに配慮事項

第１ ねらい及び内容

・健康、人間関係、環境、言葉、表現

第２ 保育の実施上の配慮事項

第３章 指導計画作成に当たって配慮すべき事項

第１ 一般的な配慮事項

第２ 特に配慮すべき事項



東光宮前こども園

令和2年度　自己評価結果

Ⅰ 園の基本姿勢について(10項

目)

Ⅱ 第１章 総則(35項目)

Ⅱ 第２章 ねらい及び内容並び

に

配慮事項(30項目)

Ⅱ 第３章 指導計画作成に

当たって配慮すべき事項

(20項目)

Ⅲ 園独自の取り組みに

ついて(5項目)

1回目 2回目


